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（午前１０時００分 開 議） 
〇副議長（五十嵐美知君） おはようございます。

本日も獅畑議長欠席のため、地方自治法第106条第

１項の規定に基づき、昨日に引き続き副議長の私が

議長の職務をとらせていただきますので、皆様方の

ご協力をお願いいたします。 
 これより、本日の会議を開きます。 
                       
〇副議長（五十嵐美知君） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、

議長において、４番竹村議員、５番若山議員を指名

いたします。 
                       
〇副議長（五十嵐美知君） 日程第２ 諸般の報告

であります。 
 事務局長に報告させます。 
〇議会事務局長（大橋一君） 報告いたします。 
 本日の議事日程につきましては、第３号のとおり

であります。 
 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

獅畑議長が欠席であります。 
 以上で報告を終わります。 
〇副議長（五十嵐美知君） ここで、昨日私に委任

していただきました仮議長の選任をいたします。 
 議長において、９番、北市議員を指名いたします。

議事運営上、仮議長と交代させていただきます。 
（議長交代） 

〇仮議長（北市勲君） 仮議長の選任を承りました

北市でございます。仮議長として暫時議長の職務を

とらせていただきますので、皆様方のご協力をお願

いいたします。 
                       
〇仮議長（北市勲君） 日程第３ 昨日に引き続き

平成25年度市政執行方針演説に対する一般質問を行

います。 
 順次発言を許します。 
 質問順序３、議席番号２番、五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 おはようござ

います。議席番号２番、五十嵐美知、本日は私に一

般質問する機会を与えていただきまして、まことに

ありがとうございます。通告に従い、市長の市政執

行方針並びに教育長の教育行政執行方針に対しまし

て質問をいたします。具体的なお答えにつきまして

は、あすより新年度の予算審査がありますので、特

別委員会でさらに伺いたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
 大綱の１、市政執行方針について。①、市政運営

に関する基本姿勢について伺います。ア、国の経済

対策と新年度予算案への関連について。初めに、昨

年12月衆議院議員総選挙の結果を受け、政権交代に

より、経済の立て直しのため長引くデフレからの脱

却と円高是正を目標に、３本の矢と言われておりま

す大胆な金融緩和、積極的な財政出動、そして成長

戦略を掲げ、現在国内において一定の評価をされて

いるように感じておりますが、その影響が当市へど

のようにあらわれてくるのか、市民の皆様も報道な

どを通して興味を抱いておりますので、新年度予算

案との関連について伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） それでは、お答えをさせて

いただきます。 
 お話しいただきましたように、国は日本経済を再

生させるために３本の矢と言われる財政出動あるい

は政策を展開しております。そこで、当市に対する

影響とのご質問でございますが、平成24年度補正予

算におきましては地域経済活性化・雇用創出臨時交

付金、いわゆる地域の元気臨時交付金が創設をされ

ました。本交付金は、公共事業等の追加に伴う地方

負担の８割に該当するもので、さらに財政力の弱い

団体に対しましては傾斜的に配分がされ、平成25年

度以降の地方単独事業にも充当できることになって

おります。こうしたことを踏まえまして、いわゆる

15カ月予算と言われておりますが、当市といたしま

しては国の考え方に歩調を合わせまして早期事業着

手を可能とするため、さきに議決をいただきました
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補正予算として公営住宅新築工事ほか２事業を予算

化し、通常の財源のほかに地方交付税で措置をされ

る補正予算債の活用を予定しており、さらに平成25

年度当初予算におきましては地域の元気臨時交付金

を活用し、地方単独事業を予算化することによって

縮減された一般財源等に活用し、一部事業を前倒す

など可能な限りの建設事業を予算化したことにより

まして、24年度の繰越事業と25年度当初予算により

ます普通建設事業を合わせますと対前年度比70％の

増と大きく伸びたところでございます。当市といた

しましても、こうした事業予算が地元の経済振興あ

るいは雇用対策としての効果を期待をしているとい

うことでございます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 わかりました。

私も地元の経済振興に対して、また雇用なども含め

て大いなる効果が発揮されることを期待していきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 次、イのＴＰＰに対する市長のご見解について伺

いたいと思います。ＴＰＰの問題につきましては、

農業に限らず市民の皆様の中では日常の会話に出る

ほどの関心事であり、国益を守ることは国民を守る

ことにつながりますので、安倍総理には丁寧な説明

を通し、国民的な議論と慎重に対応していただきた

いことを望んでいる一人でもありますが、この点市

長のご見解を伺っておきたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） ＴＰＰでございますが、こ

のＴＰＰは日本の産業経済、国民生活全般に大きな

影響を及ぼすことが懸念をされておりまして、特に

日本の食料供給基地と言われております北海道農業、

さらに道内各地域に与える影響というのは極め大き

いのではないかと思っております。安倍首相はなる

べく早い段階で決断したい旨表明されておりまして、

昨日も夜遅くまで与党、自民党のほうで協議された

ようでありますが、いよいよ首相はあす15日に参加

表明という報道もなされているところでございます。

このたびの交渉参加につきましては、聖域なき関税

撤廃を前提としないといたしましても、特に北海道

に大きな影響を与えると言われております農産物の

関税撤廃の例外品目がどうなっていくのか、食の安

全、医療など影響はどうなるのかといった具体的な

情報あるいは説明がないというのが実態だと私は思

いますし、こうした中で国民や道民合意のないまま

ＴＰＰ交渉参加というのは私は少し性急過ぎるので

はないかと。こういう中で参加表明というのは、極

めて私は遺憾なことであるということでありまして、

私としては性急に進めるべきではないと、十分議論

してほしいというふうに願っている一人でございま

す。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 この交渉参加

の狙いというのはいろいろありますけれども、メリ

ットが大きいからその交渉に参加したいということ

なのだろうと思うのですけれども、その点を丁寧に

説明もしていただきたいと思いますし、何よりも国

民の皆さんの理解を得るような努力と、そういう表

明に対しての中身についてもきちっと国民がわかる

ようにしていただきたいなというふうに私も思って

おります。 
 それでは、ウの第５次赤平市総合計画について伺

います。当市は、平成23年度決算において危機的財

政状況から財政指標の健全段階を維持する結果にな

り、報道にも平成25年度各会計予算案に対し、赤平、

積極財政にかじとの大きな文字で表現しておりまし

た。何かしらいよいよ次の段階に当市も前進してい

くような感じを受けたのは、私一人ではないのでは

ないかと思っております。そこで、新年度において

第５次赤平市総合計画の前期計画期間の最終年度に

当たりますが、この５年間をどのように総括される

か市長に伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 第５次の赤平市総合計画に

つきましては、本来であれば平成20年度にスタート

していなければならない計画でございましたが、ご

承知のとおり新たな財政健全化法によりまして、当
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市は財政再生団体入りが危惧された時期と重なって

しまいましたために１年おくれの平成21年度の計画

スタートとなったところでございます。これまでの

約４年間を振り返りますと、財政再生団体入りは回

避したものの、連結決算による課題が残されていた

ため、特に平成22年度までの２年間は財政再建を優

先するために新規事業等にもなかなか手をつけれな

かったというのが実態でございます。その後一定程

度の財政見通しが立った平成23年度以降につきまし

ては、東日本大震災を機とした新たな課題の対処を

含めまして庁内にもプロジェクトチームを立ち上げ、

本計画に基づく施策の加速を図るために取り組んで

きたところでございます。 
 特に平成24年度におきましては、企業振興促進条

例の制度拡充や人材育成事業、また中学生以下の子

供たちを対象とした医療費や社会教育体育施設使用

料の無料化、さらに安全社会の実現に向けた公的住

宅、公園等の改修事業のほかに、震災もございまし

たし、そうしたことに対します災害備蓄品を購入す

るなど、産業振興、少子化対策、住環境整備の３つ

の重点プロジェクトを中心にさまざまな施策を展開

し、平成25年度以降におきましても市立赤平総合病

院の入院病棟の建てかえを予定するなど、厳しい財

政状況の中ではありますが、まちの発展に向け努め

させていただいたところでございます。しかし、こ

うしたさまざまな施策を講じても残念ながら人口減

少に歯どめがかからないというのが実情でございま

して、厳しい課題ではございますが、総合計画の推

進とともに、新たな施策についてさらに検討してま

いらなければならないというふうに考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 何よりもやっ

ぱり人口減少になると思います。それで、人口減少

対策についてエのほうで質問、次になっていますの

で、移りたいと思います。 
 エの人口減少対策について伺います。人口減少に

歯どめがかからない状況の中、今後の人口規模が気

になるところであります。第５次の総合計画では平

成30年度の目標人口を１万1,600人とされておりま

すが、本年３月１日の人口は１万1,951人でありま

す。こうした人口規模が当市財政への歳入に対する

地方交付税にも影響が出てくるのではないかと危惧

するわけであります。新年度においての施策など含

め、後期の総合計画にどのように目標としているの

か、この人口規模を反映させていかれるのか、改め

てお聞かせいただきたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 当市の人口動向を見ますと、

過去15年間の５年ごとの減少率は直近の５年間の減

少率が最も大きいという結果が出ております。先ほ

どの答弁の中でも申し上げましたが、人口減少対策

はご意見ございましたように当市にとってもやはり

最大の課題であるというふうに考えております。全

国的な人口減少や少子化傾向から、率直に申し上げ

まして決定打となりますと難しいものはございます

が、しかし少しでも減少率を緩和する、できれば定

住化をしていただきたいということで、引き続き努

力をしてまいる必要があるというふうに感じており

ます。私自身人口減少対策として特に重視すべき考

え方として、少し抽象的な考え方ではありますが、

やはり市内企業等が元気でなければならない、子供

たちが元気でなければならない、そして高齢者の皆

さんが元気でなければならない、こうした３つの元

気がまちや市民、みんなの活力につながると思って

おります。新年度予算におきましても産業や子育て、

高齢者の支援に向けた事業予算を計上しております

が、継続性の重要さとともに、第５次赤平市総合計

画の後期実施計画の策定に当たりましては議会の皆

様や市民、企業などみんなで知恵を出し合って、こ

の際思い切った施策も今の赤平にとっては必要では

ないかというふうに考えております。その具体に当

たりましては、今申し上げてきた考え方を含めまし

て平成25年度十分協議をしてまいりたいと、検討し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
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〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 市長、３つの

元気、しっかり承りました。この３つの元気が後期

の計画でしっかりと取り組んでいただければ人口減

少にも歯どめがかかるのではないかなというふうに

期待いたしますので、よろしくお願いいたします。 
 次、オの市政運営と安心、安全社会の実現につい

て伺います。まず初めに、市政運営についてでござ

いますが、当市の平成25年度予算案では一般会計に

おいて83億6,338万1,000円で、前年度当初予算比で

は2.8％の増であります。その内容においては、歳

入の市税では固定資産税の税率0.05％引き下げがあ

っても、年少扶養控除の廃止による実績見込みなど

で前年比0.6％増の８億7,215万円となりました。何

よりも市債が前年度比14.4％減の５億6,978万円と

なり、国の緊急経済対策関連によって大型公共事業

が振りかえられて当市の財政負担が軽くなったもの

と思います。その一方で、歳出では人件費は前年度

比6.0％の増で14億950万円になりましたが、入りの

部分の市税が８億7,215万円を考えますと、このバ

ランスをどのように捉えておられるのか。私は、働

く方々のことを考えれば、給料の面では財政的な困

難があっても、生活設計があるわけですから、でき

ることなら削減しないで守ってあげるべきだと思っ

ております。当市は直営の施設が多いですから、そ

の職員数が影響しているものと思いますが、この点

の認識と今後についてのお考えを伺いたいと思いま

す。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 新年度の市債、いわゆる借

金が減ったというお話をいただきましたが、減った

要素といたしましては、議員が言われたように公営

住宅新築工事を初めとする３事業を平成24年度補正

予算に前倒して計上したこと、そしてもう一つが新

年度予算に地域の元気臨時交付金を充当したことに

よりまして、本来地方交付税措置のない借り入れを

せずに済んだことで対前年度当初と比べて市債が減

額となったということでございます。 

 そこで、人件費と市税、税収のバランスについて

のご質問でございますが、当市の人件費に関しまし

ては、特に私ども類似団体と比較して多いというの

は消防という数字が出てまいりますが、消防業務を

赤平市は市直轄で運営していることが大きな要因と

なっておりまして、平成23年度決算における一般会

計の人件費の占める割合が16.6％となっております。

これを財政分析上から見ますと、消防職員の人件費

は市直轄の場合、赤平市のような場合は人件費に、

当然のことですが、計上いたします。これが仮に今

協議、検討しております滝川地区広域消防事務組合

に加入した場合、今度は給与は負担金という形にな

ってまいります。したがいまして、財政分析上は今

度は人件費ではなくて補助費等というところに分類

されるという、こういうふうに変更となります。そ

のことによって人件費の額、割合が下がると、こう

いう仕組みでありまして、同じことなのですが、数

字であらわすとこういうふうになるということでご

ざいます。 
 議員のお話もありましたように、今後市税並びに

地方交付税等が減少し、歳入規模が縮小していくと

予想されますので、歳入歳出のバランスといったも

のをやはり意識してまいらなければなりません。財

政運営に当たっては、公共施設の複合化あるいは民

間活力の導入の可能性、さらに近隣自治体との広域

連携など、人件費に限らず事務等の効率化を含め、

歳出全般にわたって効果的な財政運営に引き続き検

討、努力をしてまいる必要があると思います。ただ

し、課題等を整理する際に行政の簡素化、財政効率

だけで判断するのではなくて、住民の方々に対する

メリット、デメリット、こういったものを含めて慎

重に検討する必要があるのではないかというふうに

考えております。よろしくお願いいたします。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 あすから予算

委員会が始まりますから、そちらに議論を移してま

た伺いたいと思いますけれども、直営の施設でいい

のかどうなのかも含めて、またそのことで市民への
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サービスがより深くなるのかどうなのかの関連なん

かもちょっと聞きたいと思っておりますので、また

この点については予算委員会のほうでお願いいたし

ます。 
 次に、安心、安全社会の実現についてでございま

すけれども、本市でも東日本大震災等を機に安全、

安心、そして防災、減災等に対するインフラ整備な

どの構築が重要視され、新年度におきましても取り

組まれておりますが、その一方で公文書管理につい

てはどのように捉えておられるのか伺いたいと思い

ます。2011年４月に施行されております公文書管理

法ですが、公文書を適正に管理することにより行政

を適正かつ効率的に運営し、将来にわたって国民に

対する説明責任を果たすことを目的としております。

この公文書管理法の趣旨にのっとり、保有する文書

の適正な管理に関して必要な施策を策定し、実施す

る努力義務が自治体に課せられておりますが、公文

書は国のみならず自治体におきましても市民生活に

関する諸活動や歴史的事実の記録であり、市民共有

の知的資源であります。その公文書を適切に管理す

ることは自治体においても重要な課題であると思い

ますが、この点伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 本市におきましては、赤平

市文書事務取扱規程に基づきまして文書管理をして

いるところでございますが、ご指摘のとおり公文書

等の管理に関する法律におきまして努力義務ではご

ざいますが、地方公共団体におきましても文書の適

正な管理に関して必要な施策を策定し、その実施が

求められているところでございます。文書管理は、

お話しいただきましたように単に職員の業務の効率

的な遂行に必要であるばかりではなくて、市民共有

の知的財産であり、市民に情報を提供していくもの

でありますことから、やはり重要なことでございま

す。今年度は災害対策等のため住基情報など総合行

政情報システムのバックアップ環境を整備していく

予定としておりますが、先進地におきましては文書

管理の電子化につきましても進められているところ

もございます。しかし、その整備には相当な準備期

間と労力、経費を伴うことが予想されますので、当

面は先進自治体の実施例に学ぶなど調査、研究を進

めてまいりたいというふうに考えております。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 理解いたしま

した。 
 それでは次、②、市民への負担軽減の考えについ

て伺います。これまで財政健全化を目指して市民の

皆様にさまざまな面で税の負担増や使用料、手数料

などの引き上げをお願いしてまいりましたが、その

中で軽自動車税や新年度において他市の状況を鑑み

て固定資産税の負担を軽くされ、取り組まれる中、

市長は今後さらなる軽減の考えをされていかれるの

かどうなのか伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） これまで市民の皆様にはさ

まざまな行財政改革にご理解とご協力を賜り、おか

げさまで財政の健全化に至ることができました。改

めて多くの皆様方のご協力に重ねて感謝申し上げた

いと思います。 
 そこで、財政回復の状況を鑑みまして、既に実施

をしておりますが、町内会に対するコミュニティ活

動に対する助成、がん検診やワクチン接種費用の本

人負担の軽減、軽自動車税の標準税率の倍率の引き

下げなどを行い、今回提案をさせていただいており

ますが、新年度におきましては他市と比較して税率

の高かった固定資産税の税率引き下げを実施してま

いりたいと提案させていただいたところでございま

す。なお、公営住宅使用料、上下水道使用料並びに

保育料等につきましては、受益者負担の原則や国の

基準、他市の状況と比較をして、これまで見直しが

行われてこなかった項目でございました。結果的に

この見直しが近年の行財政改革の時期と重なったと

いうことでございます。 
 さらなる負担軽減の考えがあるかとのご意見でご

ざいますが、当市の今後の財政状況を見通しますと、

人口減少等の影響による市税や使用料、さらに歳入
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の50％ぐらいを占めております地方交付税の減少な

どによりまして歳入は縮小傾向にある一方、歳出に

おきましては扶助費は横ばい、こうした中で市立病

院の入院病棟、消防本部、総合庁舎の建てかえや学

校改修など規模の大きな建設事業も控えており、決

して予断を許せるような財政状況にないということ

をぜひご理解賜りたいと思います。このため、現段

階におきましてはさらなる市民負担の直接的な軽減

については考えておりませんが、公共施設整備ある

いは安心して暮らせる環境づくりにハード面あるい

はソフト面から取り組んでいくことが市民にとって

も大事なことではないのかなというふうにも考えて

いるところでございます。 
 以上でございます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 理解しようと

していますけれども、また予算額でちょっと聞きた

いと思いますので、よろしくお願いします。 
 次は③、保健事業について伺います。今回感染症

予防対策について伺いたいと思います。平成22年度

税制改正により所得税、住民税の年少扶養控除の廃

止等により、地方増収分についての考えとして新年

度政府予算案の中で国庫補助事業の一般財源化の財

源として活用することとして、これまで基金活用で

取り組まれてきました子宮頸がん予防、ヒブ、小児

用肺炎球菌のワクチン接種や妊婦健康診査などが挙

げられているようでありますが、今後一般財源化さ

れても恒久的な取り組みとして受けとめるわけであ

りますが、この点の認識について伺いたいと思いま

す。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 子宮頸がん予防、ヒブ、小

児用肺炎球菌ワクチン接種につきましては、これま

では国の補正予算により基金事業として暫定的に実

施をされておりましたが、平成25年度より定期接種

化することで予防接種法改正案が今国会で審議をさ

れております。国は、定期接種化に伴い、公費負担

の対象範囲が基金事業と同様の９割となるよう地方

財源を確保し、普通交付税措置を講ずるとし、各市

町村による予防接種が安定的、継続的に実施される

ことを求めておりまして、平成25年度の財源といた

しましては年少扶養控除廃止による地方税増収分と

不足分につきましては地方交付税で措置することを

見込んでおります。また、妊婦健康診査につきまし

ても予防接種と同様に基金事業として実施されてお

りましたが、平成25年度以降につきましては同様に

地方税増収分及び普通交付税措置に切りかえ、恒常

的な仕組みに移行するとしております。当市におき

ましては、少子化対策及び子育て支援の観点からも

今後も引き続き事業は継続していきたいというふう

に考えているところでございます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 よろしくお願

いいたします。市民の皆さんの健康を守る上からも

大事な事業だと思いますので、よろしくお願いいた

します。 
 ④、高齢者福祉について伺います。当市の高齢者

人口は、本年３月１日現在の人口規模は１万1,951

人、このうち65歳以上の人口は4,765人で、人口比

率は39.9％という約40％に近い状況にあります。新

年度の取り組みとして高齢者の見守り対策において、

比較的簡易に使用できるＧＰＳ機能対応のモバイル

型緊急システムを新たに導入して高齢者の見守りの

一助として活用されていかれるようであります。私

もこれまで高齢者の見守りについて質問した経緯も

あり、こうした取り組みについて歓迎するものでご

ざいます。 
 なお、当市に高速インターネットが本年に入りほ

ぼ全域に網羅されたようでありますので、今後こう

した動きに対し、さらなる見守りに活用していくこ

とへのご見解について伺っておきたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 高齢化が進み、独居並びに

高齢者のみの世帯の比率も高い当市にありましては、

人と人とのつながりによる近隣住民同士の見守りも

できない地域もあり、通信機器等による見守りを活
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用せざるを得ない状況にもございます。平成25年度

におきまして、位置情報のＧＰＳ機能を備え、24時

間対応の緊急通報機能のついた見守りシステムを導

入し、高齢者の方々の見守りを行うことを予定して

いるところでございます。介護健康推進課におきま

しては３カ年計画で65歳以上の方々を対象にした生

活の元気度に関する実態調査を行い、その調査項目

の中で携帯電話やパソコンの利用状況の質問項目を

設けておりますが、パソコンの利用につきましては

年齢が上がるほど皆無となり、携帯電話につきまし

ても所持や利用もかなり低い状況になっております

ことから、今回は比較的簡易に使用できるモバイル

型システムの導入を図ることとし、高齢者に機器の

利用にもなれていただくことを見込んでいるもので

ございます。当市におきましても高速インターネッ

トなどのインフラ整備が進んできておりますことか

ら、それらを活用した高齢者の皆さんが有効活用で

き、より高度な見守りを行うことができるシステム

につきまして今後も十分調査、研究を進めてまいり

たいと思うところでございます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 研究も年数と

時間がかかればかなりの時がたってしまうと思いま

すので、その点研究においても余り長くならないよ

うによろしくお願いいたします。 
 ⑤、障害者福祉について伺います。本年４月より

障害者自立支援法において、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律であり、難

病患者なども対象となり、障害者サービスの拡充が

図られていかれるようでありますが、同時に障害者

優先調達推進法も本年４月から施行されます。この

法律は、障害者が就労施設でつくった製品の購入や

清掃などの業務委託を優先的に行うよう義務づける

とともに、地方公共団体に対しても障害者施設の受

注機会の増大を図るよう努めることを求められてお

りますので、ご見解を伺っておきたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 国等による障害者就労施設

等からの物品等の調達の推進等に関する法律、いわ

ゆる障害者優先調達推進法により、国や地方公共団

体が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設

等から優先的、積極的に購入し、障害者就労施設で

就労する障害者や在宅で就業する障害者の方々の経

済面の自立を進めるため制定されたものでございま

すが、この法律の趣旨に沿うよう、優先的に障害者

就労施設等から調達できる物品にどのようなものが

あるかを把握をいたしまして、もし市で使うものが

ありましたら購入できますよう、その品目を各課に

周知し、受注機会の増大につなげてまいりたいとい

うことで十分内容把握をさせていただきたいと思い

ます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 よろしくお願

いいたします。 
 それでは次、⑥の少子化対策について伺います。

アの子育て環境の整備について伺います。社会保障

と税の一体改革の重要な柱の一つとして昨年、国会

において子ども・子育て関連３法が成立いたしまし

た。この法律は私ども公明党の強い主張で実現した

ものでございますが、保育所、幼稚園、認定こども

園の拡充など子育て環境の充実を図ることを目的と

しております。具体的な制度運用に当たっては、特

に市町村が重要な役目を担うことになり、本制度運

用は平成27年度施行の前の準備段階で、地方版子ど

も・子育て会議の設置などの取り組みでは新年度の

予算案では見えてきておりませんが、会議の構成メ

ンバーの考えとあわせ、準備組織の設置などお考え

を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 子育てをめぐる諸課題に対

応していくために、子ども・子育て支援法を初めと

した関連３法が成立をいたしました。今後市町村は、

この制度の運用に向けて地域のニーズ調査を行った

上で子ども・子育て支援事業計画を策定し、給付や

事業を実施することになりますが、新制度の施行は
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消費税率の引き上げによる国及び地方の恒久財源の

確保を前提としておりますことから、最速で平成27

年４月を想定しているものでございます。また、国

は法律に基づき、有識者や子育て当事者、子育て支

援当事者などで構成する子ども・子育て会議を設置

することになり、市町村はその設置について努力義

務とされたところでございますが、当市といたしま

しては、国の構成メンバーを参考としつつ、できる

だけ早期に赤平版子ども・子育て会議を設置したい

と考えております。なお、新制度に向けて予算との

お話もございましたが、地方版子ども・子育て会議

開催のための経費あるいは事業計画策定に向けたニ

ーズ調査のための経費、予算等につきましては、ニ

ーズ調査の項目案等が決まり次第予算措置をしてま

いりたいというふうに考えております。よろしくお

願いいたします。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 赤平版子ど

も・子育て会議、期待しています。詳細については

予算の中でまた聞きたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
 次、イの認定こども園の取り組みについて伺いま

す。当市では現在の子育て環境として保育所２カ所、

幼稚園１カ所の運営を行っておりますが、子ども・

子育て関連３法の趣旨は幼児教育、保育、地域の子

育て支援の質、量の充実を図るとされております。

また、制度のポイントとして認定こども園制度の改

善が図られ、幼保連携型の認定こども園については

認可、指導監督の一本化を図り、学校及び児童福祉

施設としての法的位置づけを明確にするとされまし

た。さらに、幼稚園、保育所に対する共通の給付制

度として施設型給付の創設とあわせ、小規模保育等

の給付制度の地域型保育給付の創設がされました。

財政措置として施設型給付で一本化されております

ので、こうした国の施策にあわせ、当市としても人

口規模から考えましても取り組む時期に来ているも

のと思います。市長は執行方針で引き続き検討して

いくと述べられておりますが、子育てしやすい環境

整備として改めてご見解を伺います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 子ども・子育て関連３法に

つきましては、幼児期の学校教育、保育、地域の子

ども・子育て支援を総合的に推進することが趣旨で

ありますが、制度上のポイントといたしましては、

認定こども園法の改正により学校及び児童福祉施設

としての法的な位置づけを持つ幼保連携型認定こど

も園が創設され、あわせて認可や指導監督が一本化

されました。ただし、既存の幼稚園や保育所からの

移行は義務づけず、政策的に促進していくことや設

置主体についても株式会社等の参入は認めないこと

となりました。このほか、認定こども園、幼稚園、

保育所を通じた共通の給付として施設型給付で一本

化され、満３歳以上児に対する標準的な教育時間や

保育に対応する給付と満３歳未満児の保育に対応す

る給付を基本として構成されます。また、小規模保

育や家庭的保育、事業所内保育などを市町村による

認可事業とした上で、地域型保育給付の対象とし、

多様な施設や事業の中から利用者が選択できるよう

になりました。このような状況の中、当市における

今後の幼稚園、保育所のあり方につきましては、人

口減少に伴ってさらに少子化の進行が見込まれる状

況にありますことから、現時点で幼保一体化の可否

あるいは実施時期については現段階ではなかなか申

し上げることはできませんが、今回創設されました

幼保連携型認定こども園について、先ほど前段の質

問にもございましたが、赤平版子ども・子育て会議

の場でも十分皆さん方の意見を伺いながら検討させ

ていただきたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 前段の子育て

環境の整備についてとこのイの関連はありますので、

同じく具体的なことについてはまた予算委員会の中

で聞いていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 
 次、⑦、防災、減災対策について伺います。東日

本大震災以降、当市でも震度２、３程度の地震が複
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数回発生しております。さらに異常気象と言われる

ことが続く中、今後の自然災害など含め、大変憂慮

されます。当市は、公共施設の老朽化対策におきま

して今後施設の改修も含め進められており、新年度

の中で防災の観点からさまざまな施策が盛り込まれ

ましたが、防災、減災対策は結果戦略としても大き

く取り上げられております。当市にとっても重要な

位置づけになると思いますが、その取り組み状況と

課題なども含めお伺いいたします。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 防災・減災対策についてで

ございますが、とりわけ公共施設の整備といたしま

しては赤間小学校、豊里小学校の耐震化を実施して

きておりますが、さらに消防庁舎、市立病院の病棟

の建てかえ、また公営住宅や橋梁、さらに公園施設

の長寿命化計画を策定し、これらに沿った公共施設

の改修を進めているところでございます。このほか

にも市役所、この本庁舎の耐震化等の課題もあり、

これらの整備には多額の費用も要しますが、今後に

おきましても今般の地域の元気臨時交付金など効果

的な財源を活用し、計画的に進めてまいりたいと考

えております。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 理解いたしま

した。 
 それでは、⑧の地域経済の振興の考えについて伺

います。アの地域企業の支援について伺います。当

市は、新年度の施策において国の緊急経済対策と歩

調をあわせ、可能な限り公共建設事業を確保して地

域経済の振興に努めるとされておりますが、こうし

た流れを通しても地域企業の経済活動につながる取

り組みとしてもう少し具体的な考えをお聞かせいた

だきたいと思います。あわせて、当市の中に多種多

様に経済活動されている方々がおりますので、市長

の認識を確認させていただきたいのですが、一般行

政あるいは公営企業、外郭団体などの施設整備や管

理に伴う改修事業や修繕など、備品購入等を含めた

受注、発注について伺います。 

〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 国の緊急経済対策を活用い

たしました事業といたしまして、既に議決をいただ

きましたが、茂尻第一団地３号棟の建設、茂尻小学

校の大規模改修、さらに市道右岸通の調査委託を予

定しているところでございます。これらの事業につ

きましては、切れ目のない経済対策となりますよう

補正予算に計上したところであり、繰越事業といた

しまして新年度早期に発注できるよう予定をしてい

るところでございます。お話のございました修繕あ

るいは備品の購入などにつきましては、これまでも

受注機会の確保のため可能な限り分離分割発注する

よう努めているところでございますが、引き続き受

注機会の確保に努めてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 理解いたしま

した。よろしくお願いいたします。 
 次、イの赤平市地域材利用推進方針について伺い

ます。本年２月１日に策定されました当市の地域材

利用推進方針でありますけれども、公共建築物等に

おける木材の利用の促進に関する法律に基づき、北

海道地域材利用推進方針に則して策定された方針で

あると思っておりますけれども、今後当市で取り組

まれる公共建築物にこの方針がどのように反映され

ていくのか伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 赤平市地域材利用推進方針

は、赤平市内または北海道内の森林から産出され、

道内で加工された木材を地域材と位置づけ、公共建

築物における地域材の利用促進しようとするもので

ございます。利用に当たりましては、建設コスト及

び維持コストの低減に努めるとともに、利用者のニ

ーズや付加価値等を総合的に判断した上で利用に努

めるものとしております。現在本市で準備を進めて

おります公共建築物といたしましては、市立病院の

病棟及び消防本部庁舎の建てかえがございますが、

現在進めております基本設計におきまして、どのよ



- 112 - 
 

うな形で地域材利用推進を図るかも検討しておりま

して、建物の構造は災害時の避難施設となること、

また耐用年数や耐火性、建物の特殊性を考慮いたし

ますと鉄筋コンクリート、ＲＣ構造が適していると

判断しておりますが、内装材につきましては地場産

業などの振興なども考慮し、家具、床あるいは腰壁

の木材使用等、建設コストも考慮した中で採用を検

討しているところでございます。また、現在進めて

おります市営住宅建替事業は、耐用年数や耐火性を

考慮し、ＲＣ構造を用いておりますので、継続する

建替事業につきましては今後も同様な理由及び同一

団地における継続性などから木造化は難しいと思わ

れますが、平成26年度策定予定の住生活基本計画で

は、今後の建替団地等の計画において木造化による

雇用の確保など市内業者への影響の分析や他市町村

の木造市営住宅の効果、問題点の検証等も行い、木

造化等について検討してまいりたいと考えておりま

す。その他の公共建築物建設等に当たりましても、

赤平市地域材利用推進方針に基づきまして地域材の

利用促進が図られるよう努めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 
 以上です。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 いろんな意味

で木材は建築コストも高くなるかと思いますけれど

も、木材が有している多面性、心の面であるとか、

そういったものにもすごく影響していくと私は思っ

ておりますので、ぜひいろんな形でこの地域材が使

用されることを望んでおりますので、よろしくお願

いいたします。 
 それでは、ウの企業誘致への考えについて、提案

も含め伺いたいと思います。長引く景気低迷による

企業の業績悪化の影響を受けて、地方自治体も厳し

い財政状況が続いております。こうした状況を踏ま

え、自治体による賃貸型工場の設置で企業誘致に成

果を上げている事例もあります。賃貸型工場は、企

業にとって初期投資が大幅に抑制され、災害などに

よる損失軽減も見込まれるなどのメリットが期待で

きます。当市としても、利用されていない市有地や

遊休公共施設の利用促進を図ることができ、地元の

雇用促進や地域経済の活性化も期待できるほか、税

収の増加にもつながると思っておりますので、こう

いった手法も参考になるのではないでしょうか、ご

見解を伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 長引く景気の低迷による企

業の業績悪化や製造の拠点を海外に移す企業など、

国内における企業誘致は大変難しい状況にございま

す。東日本大震災以後リスク分散として各企業の工

場を各地に分散する考えも出てまいりましたが、そ

の多くは西日本に集中しており、北海道への企業進

出は相変わらず厳しい状況でございます。私自身も

中小機構の札幌あるいは東京等も行ってまいりまし

たが、そういう傾向だというお話も伺っているとこ

ろでございます。 
 そこで、議員提案の賃貸型工場による企業誘致で

ございますが、企業にとりましては工場や事業所の

新設に際して初期投資を抑えることができ、有効な

方法であるというふうに考えております。以前は私

も企業誘致を数年担当いたしましたが、空き物件を

探すものの、マッチングがうまくいかないことも多

くございましたが、今は企業の注文に応じて工場を

建てて貸し出すオーダーメード方式賃貸型工場とし

て行政が全額負担して工場を建て、新規雇用人数や

事業継続年数の条件を付して企業に貸し出し、企業

が賃料を支払う仕組みと、こういうふうになってお

りますが、一方では課題もございます。オーダーメ

ードで工場を建設するとなりますと、その企業以外

に使用することはできず、事業継続年数を仮に当初

取り決めたといたしましても、リスクの大きいもの

になると考えられます。また、建設費用も多額とな

りますことから、市単独での実施は難しく、国ある

いは道の支援が必要となってまいります。そのよう

な環境整備が整えば企業誘致の手段としては私は有

効だというふうに思っておりますが、オーダーメー

ド方式、大変いい方式だと思いますが、課題もある
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というふうに考えております。当市といたしまして

は、昨年より企業振興促進条例の枠を従前の工業団

地以外、全市的にいいということで拡大したところ

でありますし、地場企業の振興とともに、新たな企

業誘致に結びつくよう努力をさせていただいており

ますので、今後ともひとつご理解、ご指導いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 市長、オーダ

ーメードというのは、本当にこれは大変なものです。

国や道が力入れてくれないと、とても市単独ではで

きないと私も思っております。私はそうでなくて、

市長もマッチングがうまくいかなかったというお話

もありましたけれども、そうなのかなと思います。

この点についてはもう少し、例えば土地なんかも借

地権設定で貸し付けするとか、売らなくても、そう

いうこともまたある意味では進出しやすいものにな

ってくるのではないかなというふうに思っておりま

すので、予算委員会の中で担当課長のほうからもま

たちょっと聞きたいと思いますけれども、よろしく

お願いいたします。 
 次、⑨の赤平高校の閉校について伺います。今ま

で私も何度か赤平高校がこういう事態になるまで教

育委員会のほうで聞いてまいりましたけれども、い

よいよ新年度より募集停止となりましたので、平成

26年度の閉校が決まりましたことを受けて、当市の

産業を支えているものづくりが盛んなまちとして各

方面に発信されている現状がございますことから、

官民連携して何らかの取り組みであそこの場所を使

えないものかというふうに思っておりますが、この

点はいかが考えられるでしょうか、伺いたいと思い

ますけれども、また今後北海道との協議なんかも、

何らかの協力を求められた場合当市としてその用意

があるのかどうか、この点伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 市長。 
〇市長（高尾弘明君） 赤平高等学校につきまして

は、平成26年度末をもって閉校することが確定し、

65年間の歴史に幕をおろすこととなり、私たち赤平

市民にとっては極めて残念だというふうに思ってい

るところでございます。そこで、校舎の跡利用に関

するご質問でございますが、確かに当市の企業はす

ぐれた技術力を持った製造業が多く、またものづく

りのまちというふうに言われております。こうした

民間活力を当市の特色や魅力としてまちづくりに生

かすということは、さまざまな方法で検討してまい

らなければならないと思っています。しかし、官民

連携といいながら、あれだけの学校の規模の校舎を

日常的に使用し続けることは管理等の問題もござい

まして、一方では遊休公共施設利用を検討している

当市の状況からいたしますと現実難しいと思います

し、年間限られた使用であるならば既存の公共施設

や遊休公共施設の中で対応することが将来的に効率

的ではないかというふうに考えております。道との

協議のお話もございましたが、現段階としては道か

らの話も特にあるわけではございませんし、施設所

有者であります道の方針が不透明な状況であります

が、今後当市にとって効果的な活用方法等があれば、

当然一緒になって協議をしてまいらなければならな

いというふうに考えているところでございます。 
 以上です。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 確かに市長が

おっしゃられるように、現在のあの学校の規模では

本当に大き過ぎるかもしれないなというのは私も思

いますけれども、道も閉校してしまいますよという

だけで、あとは市に対して何もないのかなというの

もちょっといかがなものかなと私も思いますけれど

も、この点もいずれか当市にも何らかのことをお願

いする機会があるのかどうなのか、私もそれはわか

りませんけれども、どんな事態になったとしても、

赤平はこういう閉塞的な環境になってきているわけ

ですので、ぜひ希望の持てるようなものに持ってい

かれるようにひとつお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 
 それでは、教育行政執行方針について教育長に伺

います。教育長就任以来の質問でありますので、よ
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ろしくお願いいたします。①、赤平の教育について、

アの体罰といじめ根絶については、昨日の質問と答

弁を伺っておりまして私自身理解いたしましたので、

今回質問はいたしませんので、よろしくお願いいた

します。 
 次のイの教職員の資質向上について伺います。赤

平の教育は、地域とともに信頼される教育を目指す

とされ、教職員は地域の一員としての自覚を持つこ

とが必要とございます。私は、本当にすばらしい理

念であると思います。理念と具体策がかみ合ってこ

そ物事は前に進むと思っておりますので、この理念

が生かされる取り組みに期待いたします。そこで、

教育長と私は同じ年代であり、おわかりになるかと

思いますが、学校の先生が地域に住んでいただけま

したら児童生徒にとっても頼れる存在として安心で

きるのではないでしょうか。この点の具体策をどの

ように考えていかれるのか伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 教育長。 
〇教育長（多田豊君） それでは、教職員の資質向

上について申し上げます。 
 執行方針でも述べましたとおり、教育は地域に信

頼されてこそのものであることはいつの時代も変わ

らない教育委員会としての信条だというふうに思っ

ております。そこで、教職員が多く地域に住んでい

ただければとのご指摘でありますけれども、教職員

個人の居住については強制するものではありません

し、利便性の問題や家庭の事情等によって近隣市か

ら通勤している教職員が多いことはご指摘のとおり

であります。確かに地元に住んでいただくことは希

望でありますけれども、これらの現実を見詰めた上

で申し述べたもので、教職員が市内居住していない

ことでその職責にいささかも劣ることがあってはな

らないものであります。市外通勤者であっても、本

市の教育を担っていることはすなわち地域の一員と

しての自覚を持たなければならないとの考えからで

あります。確かに本市の教職員は住宅事情や利便性、

その他の理由から市内居住者は少なくなっておりま

すけれども、学校活動ばかりではなく、子供たちの

校外活動などでも積極的に参加するなど、比較的よ

く努めているのではないかと感じている部分もござ

います。市内居住の促進については、住宅状況の改

善方策など今度も検討を重ねていかなければなりま

せんけれども、実際に住んでもらうためにはいろい

ろな条件が絡み合って難しい問題もあろうかという

ふうに考えております。しかし、どこに住んでいて

も教職員としての自覚と責任を持って、信頼される

赤平の教育を担う人材たらんとすることは今後も強

く喚起するものであります。そのように求めてまい

りたいというふうに思っておりますので、よろしく

ご理解をいただきたいというふうにお願い申し上げ

ます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 よく私も理解

いたしますが、しかし質問は予算委員会の中でまた

具体的に担当のほうから聞きますけれども、まず思

いとしては、教職員住宅がまちの中に現前としてあ

って、あれらなんかもマンション風な住宅に生まれ

変わっていったら、教職員の皆さんも住みたくなる

のではないかなと思うのです。そういったことも含

めて、住むことに対しては強制はできないかもしれ

ませんけれども、そういう環境も積極的に整えてい

くということも必要なのではないかというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。あ

とは予算委員会のほうで伺ってまいります。 
 次、ウの文化財の保存活動について伺います。当

市で第１号の無形文化財があります。住吉獅子舞に

絞って、その保存活動について伺いたいと思います。

明治41年に富山県より伝承され、昭和46年８月25日

に赤平市指定無形民俗文化財第１号として登録され

ております。新年度も保存活動について支援してい

くとされておりますが、どのように取り組まれるの

かお考えを伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 教育長。 
〇教育長（多田豊君） 文化財の保存活動について、

それではお答えを申し上げます。 
 ご質問のありました住吉獅子舞ですけれども、明
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治41年に住吉地区に入植いたしました富山団体の開

拓民が越中獅子を再現しようと明治41年に農場主と

支配人の２人が用具一式を住吉八幡神社に奉納した

のが始まりとなっております。そして、昭和33年８

月１日に住吉獅子舞保存会が発足し、昭和46年８月

25日には赤平市指定文化財第１号に指定されました。

その後昭和58年４月には住吉子供獅子舞が誕生して

おります。ここ近年の状況ですけれども、赤平高等

学校郷土研究部において住吉獅子舞の伝承に取り組

んでいただきましたが、その後生徒の減少により現

在活動は行われていない状況です。また、ＮＰＯ法

人赤平市民活動支援センターを中心に講習会の開催

など伝承へのご支援をいただき、映像資料などを残

す成果はありましたけれども、担い手の希望者がな

くて伝承活動にはつながっていないのが現状であり

ます。 
 新年度以降の保存活動への支援等ですけれども、

まず方向性については平成21年度に行った住吉獅子

舞の伝承と保存に係る検討会議と、平成24年度、今

年度ですけれども、赤平市文化財保護委員会に住吉

獅子舞保存会の会員の方々にもご出席いただき、保

存会の考え方や方向性を確認したところであります。

住吉獅子舞は赤平市の指定文化財であり、現在舞い

手がいない状態ではありますが、用具や映像資料等

を継承していくことも重要なことでありますし、今

後継承者が出たときのための準備態勢を整えておき、

市の施設では保存せず、地元住吉の住吉獅子会館の

展示棚にて保管することとなりました。それに伴っ

て、保存継承のための市からの補助についても継続

いたしますし、継承のための市内各団体への協力呼

びかけ、広報あかびらや赤平市ホームページ等での

ＰＲも含め協議、確認をしたところであります。教

育委員会としても重要な案件であると考えておりま

すことから、今後も継続してこの問題に取り組んで

いく所存でありますので、ご理解を賜りますようお

願い申し上げます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 この保存活動

については、なかなか舞い手がいない、担い手がい

ないということで大変ご苦労があるかと思いますけ

れども、この保存会の皆さんと一緒になって、また

小学校、中学校の現場に舞っていただけるのだった

ら直接さわって、見せてというのも方法あるかと思

いますので、ぜひまたよろしくお願いいたします。 
 次、エの赤平市立小中学校適正配置計画について

伺います。当市では人口減少に合わせ学校再編は避

けられない課題として、平成23年度にこの計画が制

定されました。前期計画において新年度より具体的

な協議が開始され、計画では中学校適正配置の議論

も進めていくわけでありますが、そのほかの学校条

件整備計画についても所期の計画に基づき推進して

いくとございます。そこで、考え方の一つとして、

当市の人口規模と合わせ魅力ある学校教育環境を整

えるという観点から、２校の中学校統合の議論とそ

のほかの小学校なども含め小中一貫校としての取り

組みも視野に入れていかれてもいいのではないかと

思いますが、どのようなご見解をお持ちなのでしょ

うか、伺いたいと思います。 
〇仮議長（北市勲君） 教育長。 
〇教育長（多田豊君） それでは、赤平市立小中学

校適正配置計画について申し上げます。 
 今回決定いたしました本計画ですけれども、少子

化を受け適正な学校活動に支障が出ている懸念から、

小学校の複式学級の解消と中学校での学年複数学級

による学校活動の活性化を目指したものであります。

そこで、議員ご指摘の小中一貫校を視野に入れてと

のことでありますけれども、一貫校となるとやはり

小中各１校になった場合が望ましいのではないかと

いうふうに思っております。適正配置計画では残念

ながら今後も児童生徒数が減少するとの予想であり

ますので、将来的にはいずれ小中で１校ずつの体制

にならざるを得ない時代が来るものというふうに思

っております。ただし、一貫校となると校舎環境を

新たに設定することも必要となりますし、何よりも

教育プログラムやその他の指導体制の構築など、人

員配置を含め市教育委員会としての体制づくりが不
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可欠になってまいります。将来的にはご指摘の場合

もあり得るかというふうに思いますけれども、現段

階では本計画の中で良好な教育環境の確保に努めて

まいりたいと思っているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 なかなか一貫

校としての取り組みというのも難しいものもあるの

かなというふうに認識しておりますけれども、でも

いずれにしてもお金を使うわけですから、増築改修

してお金を使っていくのも考えの一つでしょうし、

また思い切った取り組みで赤平の子供たちをしっか

り育てようというまちづくりの観点からもこれはや

っぱりいろんな意味で議論する価値はあるなという

ふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願

いいたします。 
 次、②、図書館運営と管理システムの活用につい

て伺います。初めに、図書館運営について伺います。

カレンダーの全戸配布や新年度より東公民館で移動

図書館など実施され、市民の皆さんが少しでも身近

なところで図書に親しみを持たれるような活動は図

書館運営に当たり一つの大きな成果と思います。ま

た、図書館周辺の環境面では現在地をどのように捉

えるでしょうか。また、今後の変化も含め、図書に

親しむ環境はどのような状況を望むでしょうか、ご

見解を伺います。 
〇仮議長（北市勲君） 教育長。 
〇教育長（多田豊君） それでは、最初に図書館の

運営についてですけれども、教育行政執行方針のと

おり、ことしの１月に初めて年間の開館日、休館日

及び絵本の読み聞かせの会の開催日をお知らせする

図書館カレンダーを全戸配布いたしました。４月か

らは隔週で月二、三回、東公民館で一般向けの移動

図書を行うなど、今後も市民が親しみ、利用しやす

い図書館を目指してまいります。 
 それと、図書館の周辺環境のことでございますけ

れども、今後の変化も含めて図書に親しむ環境とし

てどのような状況を望むのかということですけれど

も、文化会館跡地の利用につきましては消防本部総

合庁舎として建てかえるため、早期完成を目指して

おりますけれども、隣接する図書館としては親しみ

やすい雰囲気で子供たちや市民が読書に集中できる

環境が一番望ましいというふうに考えております。

消防庁舎が完成した際の環境変化なども含めて、今

後の方向性については市長部局と協議しながら検討

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 図書館の環境

については、またさらによろしくお願いいたします。 
 それで、次に管理システムの活用について伺いま

すけれども、順調に稼働しているようであります。

私はもう少し積極的に取り組んでもよいのではない

かと思い、提案も含めお考えを伺いたいと思います。

この管理システムをデータベース化して学校の図書

室とつなげれば、生徒がいつでも読みたい本や調べ

たい書物、また資料の検索、さらに学校間の書物の

所在などもわかって本当に有効に使われるのではな

いかと思い、この点いかがでしょうか、伺います。 
〇仮議長（北市勲君） 教育長。 
〇教育長（多田豊君） それでは、関連して図書館

の管理システムについてでありますけれども、平成

22年度の国の地域活性化交付金事業で整備したもの

でありまして、５万冊程度の蔵書管理及び貸し出し、

予約のサービス等の業務をパソコン等によりシステ

ムの操作、特に窓口業務についてはバーコードリー

ダーやマウスで簡単に行え、蔵書検索についてはイ

ンターネットでも可能となっているシステムであり

ます。当市では蔵書のバーコード化作業や新しい利

用者カードの作成等の準備期間を経まして、平成23

年10月１日から稼働したところであります。現状で

は、各学校に配置されているパソコンであればイン

ターネットにつながっているため、赤平市のホーム

ページを開いて図書館の蔵書検索等をすることは可

能であります。ただ、各学校の図書室にはパソコン

の配置やＬＡＮケーブルの配線がなされていないこ
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とと、さらに学校図書室にある図書の登録作業をす

ることなど今後クリアしなければならない課題があ

り、現状ではなかなか容易ではないというふうに考

えておりますので、ご理解をいただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 わかりました。

なかなか容易ではないということで理解いたします

けれども、何とかこれがそんなふうにならないもの

なのかなと思いまして伺ってみたのですけれども、

またさらに私も勉強して、また伺いたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、③の社会教育と文化施設の考え方につ

いて伺います。当市では社会教育の活動拠点として

交流センターみらいと東公民館を中心に文化、芸術

や各種講座あるいは講演会等を開催しておりますが、

こうした施設で賄える規模の範疇でしか現段階では

行事の誘致ができない状況にありますことから、文

化施設のあり方についてご見解を伺いたいと思いま

す。 
〇仮議長（北市勲君） 教育長。 
〇教育長（多田豊君） それでは、社会教育と文化

施設の考え方についてでありますけれども、ご質問

のとおり交流センターみらいと東公民館を中心に芸

術、文化サークルの活動や各種講座を行っておりま

すが、公民館の休止や文化会館が廃止になった現在、

交流センターみらいのかたらいホールが最大200名

程度の会場であり、市内で一番大きな施設となって

いるところであります。ご質問のとおり会場の広さ

から一定規模以上の行事は開催できない状況ですけ

れども、今以上に広いホールの必要性は感じており

ます。新たな施設の設置となりますと、市民要望な

ど踏まえて市全体の協議が必要なことから、当面現

状での利用についてご理解とご協力をいただきたい

というふうに思いますけれども、文化施設としては

赤平市民による芸術文化活動の舞台発表や鑑賞、講

演会など場の提供に今後も努めてまいりますので、

ご理解を賜りますようによろしくお願いいたします。 

 以上です。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ありがとうご

ざいます。広いホールの施設が必要と感じていると

いうことで、多くは望まないのです。四、五百人が

入れるくらいの規模のホールがあればなといつも思

っているのですけれども、市長部局ともよく相談し

て、ぜひよろしくお願いいたします。 
 それでは、④の登下校の安全確保について伺いま

す。通学途中に事故等に巻き込まれ、幼い児童生徒

が犠牲になるという事案が発生しております。こう

した国内の状況を背景に、国の施策の中に防災、減

災対策として地域における総合的な生活空間の安全

確保に対する集中的支援として、通学路の安全確保

のため緊急合同点検により対策が必要とされる箇所

について道路管理者、学校、保護者、警察等が連携

して検討した対策に対し防災安全交付金を活用して

実施を支援するとされたことについて、どのような

取り組みをされたのか、またあわせてこのほかにも

通学路の歩道の整備など含め、安全確保対策の必要

なところはあるのではないかと思いますが、この点

いかがでしょうか、ご見解伺います。 
〇仮議長（北市勲君） 教育長。 
〇教育長（多田豊君） それでは、登下校の安全確

保について申し上げます。 
 ご質問のとおり、全国で通学途中の事故が続きま

したことから、本市でも昨年通学路の調査を行った

ところでありまして、市内で４カ所指摘がございま

した。指摘のあった箇所については、柵の設置や歩

行箇所の変更、また今後の道路改良工事による歩道

の設置などで対策済みとなっているところでありま

す。また、歩道のない道路も数多くありますが、通

行量が比較的少ないことから、特に指摘は行ってお

りません。いずれにしても、通行量が少ないからと

いって安全とはならず、どのような道路環境であっ

ても危険は伴うものであり、事故が発生する可能性

をはらんでいるというふうな認識に立ち、あわせて

児童生徒に対する交通安全指導の中で注意を喚起し
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て対策をとってまいりたい。事故のない通学環境に

したいというふうに考えております。また、今後も

通学路の点検は続くものと思いますので、必要であ

れば道路管理者とも協議を行い、より安全な通学路

を目指してまいりますので、ご理解いただきますよ

うによろしくお願い申し上げます。 
 以上でございます。 
〇仮議長（北市勲君） 五十嵐議員。 
〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ありがとうご

ざいました。この通学路の歩道の確保、または学校

周辺の歩道の確保、されているところ、されていな

いところ、今まだあると私は思っているのです。そ

ういう意味でぜひ子供たちの安全確保の上で、何と

いっても今車社会ですから、３人成人がいれば３台

我が家に車があるという時代になっておりますので、

そういう意味で子供たちの安全確保のための対策に

ついては学校の現場の先生方とか保護者の皆さんと

か、子供たちにも意見聞いてみるのもいいのでない

かなと思うのです。そういう意味でぜひまた対策に

取り組んでいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
 これで質問を終わります。ありがとうございます。

〇仮議長（北市勲君） これをもって、一般質問を

終了いたします。 
 以上で仮議長としての職務は終了いたしましたの

で、副議長と交代をさせていただきます。 
（議長交代） 

〇副議長（五十嵐美知君） 日程第４ 議案第176

号平成25年度赤平市一般会計予算を議題といたしま

す。 
 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
〇副議長（五十嵐美知君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第176号については、さきに設置した予算審

査特別委員会に付託の上、審査することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 
〇副議長（五十嵐美知君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第176号については、予算審査特別

委員会に付託の上、審査することに決しました。 
                       
〇副議長（五十嵐美知君） 日程第５ 議案第177

号平成25年度赤平市国民健康保険特別会計予算、日

程第６ 議案第178号平成25年度赤平市後期高齢者

医療特別会計予算、日程第７ 議案第179号平成25

年度赤平市土地造成事業特別会計予算、日程第８ 

議案第180号平成25年度赤平市下水道事業特別会計

予算、日程第９ 議案第181号平成25年度赤平市霊

園特別会計予算、日程第10 議案第182号平成25年

度赤平市用地取得特別会計予算、日程第11 議案第

183号平成25年度赤平市介護サービス事業特別会計

予算、日程第12 議案第184号平成25年度赤平市介

護保険特別会計予算、日程第13 議案第185号平成2

5年度赤平市水道事業会計予算、日程第14 議案第1

86号平成25年度赤平市病院事業会計予算を一括議題

といたします。 
 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 
（「なし」と言う者あり） 

〇副議長（五十嵐美知君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第177号、第178号、第179号、第180号、第18

1号、第182号、第183号、第184号、第185号、第186

号については、さきに設置した予算審査特別委員会

に付託の上、審査することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇副議長（五十嵐美知君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第177号、第178号、第179号、第180

号、第181号、第182号、第183号、第184号、第185

号、第186号については、予算審査特別委員会に付

託の上、審査することに決しました。 
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〇副議長（五十嵐美知君） お諮りいたします。 
 委員会審査のため、あす15日から21日までの７日

間休会いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇副議長（五十嵐美知君） ご異議なしと認めます。 
 よって、あす15日から21日までの７日間休会する

ことに決しました。 
                       
〇副議長（五十嵐美知君） この際、ご報告いたし

ます。 
 さきに設置されました予算審査特別委員会の正副

委員長が決定いたしました。 
 委員長に北市議員、副委員長に向井議員が選任さ

れましたので、ご報告いたします。 
                       
〇副議長（五十嵐美知君） 以上をもって、本日の

会議は全部終了いたしました。 
 本日はこれをもって散会いたします。 

（午前１１時２９分 散 会） 
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